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はじめに

　本論は、精神障害者の社会生活における「脱施設化」と、触法精神障害者をふくむ重度の精神障害

者の社会生活を総合的に支援する NPOにおける質的調査、本論においては NPO職員男性のインタ

ビュー調査により、利用者（精神障害者）とスタッフ・地域住民との相互作用をとおして、利用者が

困難性をいかに克服し変容していくのか、そのプロセスを明らかにする。そして、「地域の中で一緒

に住みながら、その地域を丸ごと変えていこうという試み」をおこなうこの NPOが、地域住民との

葛藤や対話をとおして、地域社会に受容され構成要素の一部となっていく過程を明らかにするもので

ある。

1 ．倫理的配慮

　本論では、とくに、利用者である精神障害者の方々のプライバシー保護のために個人が特定されな

いように名前等を表記とすると同時に重要なエピソードは改変してある。また自治体名および団体

名、またインタビューをさせていただいた方々の個人名もアルファベットで表記した。

2 ．病院から地域へ

　本論でインタビューをさせていただいた NPO法人Ａの施設長であるＮ氏はこうしたエピソードを
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聞かせてくれた。それはＡの職員で、国立系精神科病院の元職員であった看護師の経験である。

　　　以前マスコミでも騒がれましたけれども、病院での拘束、重度心身障害者に対する拘束が、今

も国立系の、元国立系の病院は全国 6カ所あるんですけれども、夜間、ほぼ95％の人が拘束され

ています。これは拘束してもいいという病院は厚生省の方針をそのまま受けて何の努力もせずに

毎日拘束を続けている。病院から辞めた看護師が、職員にいますけども、当時、給料をたくさん

もらっていたのでそのことに抗議できなかった。

　　　夜間、例えば病院でどういうことがされているかといいますと、 5時に食事が終わって、 5時

30分にはベッドの上で拘束帯をつけます。それからおしめを全員してます。睡眠薬を飲んで。便

が夜中におしめの中に出るように、下剤を、便秘の薬を飲ませています。だから夜間の間におし

めの中に大便が出ている。日中のケアの最中に大便をしては困るので、夜間に排便するように薬

での調整がされています。朝 7時半になったら、拘束帯を外して、おしめを、拘束帯を外す前に

おしめの始末をして、 7時半に起こすということが毎日行われている。

　　　そういうことを毎日していると、その方々がどういうふうになるかというと、土曜日、日曜日

に、たまに年に 1 回か 2 回、家に帰ることがある。家に帰ったらどうするか、寝る前に、「縛っ

てくれ」と言って手を出します。そういうことが日常的に今も病院で行われています。

　ある意味で、国はこれまで、精神障碍者に対して放置か拘禁かという二者択一的な対応をしてきた

ともいえるのである1）。端的にいえば、 NPO法人Ａで実践していること、していこうとしているこ

とはその対局に位置することである。

　厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課課長補佐 鶴田真也氏は、精神障害者に

対する支援の現状と課題について、精神科病院では、新規入院者の87％が 1 年未満で退院する一方

で、約20万人が 1年以上入院しており、毎年 5万人の長期入院者が退院し、新たに 5万人が長期入院

者となっている状況である。そして、精神障害者の地域移行・地域生活の支援を進めるためには、精

神障害の特性が地域において正しく理解される必要があり、このため、住民と医療・保健・福祉の関

係者が精神障害者に対する理解を深めるとともに、支援に向けた連携体制を構築する必要があると述

べている2）。

　そして、今後検討していく方向性として、医療・福祉や行政機関など精神障害者を取り巻く様々な

関係者が、本人の意向を尊重し、精神障害の特性を十分に理解しつつ、連携・協働して精神障害者の

地域移行・地域生活の支援の取組を強化するため、地域移行や地域生活の支援に有効なピアサポート

について、その質を確保するため、ピアサポートを担う人材を養成する研修を含め、必要な支援を行

うべきであり、精神障害者の地域生活の支援と家族支援の観点から、短期入所について、医療との連

携を強化すべきである。また、精神障害者の地域移行や地域定着を支援するためにも、地域で生活す

る障害者に対し、地域生活を支援する拠点の整備を推進すべきである。その際、グループホームにお
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ける重度者への対応の強化、地域生活を支援する新たなサービスとの連携、医療との連携、短期入所

による緊急時対応等を総合的に進めることにより、グループホーム、障害者支援施設、基幹相談支援

センター等を中心とする拠点の機能の強化を図る必要がある、としている3）。このように近年では、

精神障害者の生活における、「病院から地域への移行」が制度として推進されるようになった。

3 ．NPO法人Ａについて

　Ａは関西のＣ県Ｂ村にある。Ｂ村は、面積約60km 2、人口約4000人の村で、Ｃ県の北東端に位置

し、地勢は概ね西部が高く標高620～120mで、起伏とゆるやかな傾斜地が多い隆起準平原となって

いる。約80％が山林であり、山あいから発した流れがその地方の河川に注いでいる。それに沿って集

落と農地が点在し、農林業を主産業としながら発展してきた農山村である。そして日本の多くの農山

村がそうであるように、Ｂ村もやはり高齢化と過疎化の進む村である。

　Ａの定款にはその目的を、「この法人は、地域に生きるすべての人々に対して、人々が自己の能力

を発揮し、一人一人が輝き、生き生きと暮らせる地域社会を創造するために、相互扶助参加型の施設

を創造するとともに、地域の農産物や資源を生かした、環境保全、地域循環型社会の形成に寄与する

ことを目的とする」としている。

　1999年頃、Ｂ村に産業廃棄物処理場が建設される計画が出た。そして、建設予定地とされていた地

区で反対運動が起こった。それまで大阪で障害者支援や地場野菜の販売する仕事をしており、当時、

この予定地の近くに移り住んでいたＮ氏は地元の主婦たちとともに反対運動におこなった。

　そしてＢ村の村長を巻き込んで、村全体でその運動をおこなっていき、村としての委員であった

り、団体の役員が集まった「環境を守る会」をつくった。Ｎ氏は主婦たちといっしょにゲリラ的にＣ

市内で、「Ｂ村で産廃処分場ができると布目ダムが汚れる。そうすると布目ダムは水源地だから、Ｃ

市に重大な影響を及ぼしますよ！」といったビラまきをおこなっていったのである。

　当時、すでに村は産業廃棄物処理場建設に賛成の意思を示していた。しかし、「そのＢ村が今ごろ

反対するとは何事か！」と、当時のＣ県知事はとても怒ったという。しかしＮ氏たちの反対運動が功

を奏して、市民からの多くの抗議が県に寄せられた。そのため県は、結局、産業廃棄物処理場建設計

画を取り下げざるをえなくなり、この計画はなくなったのである。

　反対運動をしていたとき、Ｎ氏と同世代の主婦層の人たちは毎晩集まりビラを作ったりいろいろ活

動をしていた。ともに食事をし語らう中で、処分場計画がなくなったあと、反対運動で培われたその

エネルギーをどこに持っていっていいかわからないという状況が起きた。そして、「何か集まる場が

ほしい」という声が高まり、自分たちがやっていたこと、つまり、大阪や神戸やＣの都市部からゴミ

を持ってこられることに反対した以上、自分たちもゴミを出さないような活動をしようということに

なった。
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　Ｂ村は山間部の農業地域で70歳以上の村民がほとんどで、それより下の世代は村外に出稼ぎに行っ

ていた。そのため、農作物をつくっても売るルートがなく余剰生産物化したり、耕作放棄地がしだい

に増えていっていた。そこで、そうした余剰農産物を地元農家と契約して仕入れた農産物を販売した

り、それを加工して販売しようということで食品加工業をおこなったのである。

　この食品加工場を始めたところ、村役場から、「精神障害の方の職場適応訓練を受け入れてくれ」

という依頼が来て事業所をつくり、そして1998年 3 月、「有志の会Ａ」として、精神障害者受入れＣ

県指定社会適用訓練事業所となった。そして当時、統合失調症の人が 1人、双極性障害の人が 1人、

またうつ病の人が 1人の 3人の人の職場適応訓練をおこなった。

　そうしたところ今度は小規模作業所をしてほしいという依頼が村からまた来た。これは、当時、厚

生労働省が「精神障害者の地域での受け入れを進めなさい」ということを各自治体に促したのにこた

えて、Ｂ村がその精神障害者のための小規模作業所を設立したいといってきた。Ｎ氏は、「どうしよ

うかと思ったんですけれども、始めてしまったし、どこも行くところがないという話なので、うちが

受けましょう」ということで小規模作業所を作った。そして2002年 4 月に小規模作業所「夢工房Ａ」

に移行した。

　そして、小規模作業所の活動をおこなっていたところ、2005年に施行された障害者自立支援法に移

行してほしいと、これも村の方から依頼があり、2006年10月に「特定非営利活動法人Ａ」が設立され

たのである。その後、2008年 4 月には精神障害者就労継続支援事業所を開設し、また同年 7月に共同

生活介護事業を開始した。現在、Ａは以下のような活動をおこなっている。

1．特定非営利活動に係わる事業

　 1 - 1 ．障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業

　 1 - 2 ．障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターを経営する事業

　 1 - 3 ．障害者自立支援法に基づく相談支援事業

　 1 - 4 ．障害者自立支援法に基づく移動支援事業

　 1 - 5 ．農業活性化事業

2．その他の事業

　 2 - 1 ．物品販売事業

　 2 - 2 ．飲食事業

　 2 - 3 ．食料品製造事業

　 2 - 4 ．旅館事業

　 2 - 5 ．浴場事業

　 2 - 6 ．遊覧所事業

　 2 - 7 ．運送事業

　 2 - 8 ．不動産貸付事業
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現在特に力を入れていること

　 1．地元農作物の栽培の拡充と消費の拡大

　　　販売兼飲食店 3店舗、食品加工販売 1店舗、給食事業

　 2．高齢者や障害者の新たな就労の場を創出

　　　請負い事業計画中

　 3．里山の景観保持と環境保全を図る

　　　雑木林の伐採、田畑の請負、耕作放棄地の草刈、道路整備等

今後の活動の方向性・ビジョン

　 1．障害者の職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する。

　 2．保健医療または福祉の増進を図る。

　 3．地域経済の活性化を図る。

行政との協働（委託事業など）の実績

　Ｂ村　地域活動支援センター委託事業

　Ｂ村　相談支援事業委託

　Ｂ村　障害者社会参加促進事業

　Ａは上記のような、地域循環型社会をめざす活動をおこなっている。そして、Ｎ氏は、「ぼくたち

がめざしてたのは地域の中で一緒に住みながら、その地域を丸ごと変えていこうという試みをやった

と思うんです」と述べる。

4 ．Ａの理念

　Ａは、無条件に「とにかくうちの施設を利用したい人は来てください」という形をとっている。そ

のため、利用者にはいろいろなタイプの人がいる。精神疾患を持つ人、その中には統合失調症、摂食

障害、双極性障害、パニック障害、境界性パーソナリティ障害、発達障害の人たち、また、高度障害

の方もおられる。そして高齢者の方も来られ、そして学童期の方もおられる。このようにＡにはさま

ざまなタイプの方々が来られるのである。それはこの、「とにかくうちの施設を利用したい人は来て

ください」という形をとっているためである。

　また、健常者である職員の方も、Ａは面接をしたら必ず採用するという形をとっている。障害を持

つ人も、面接をしたら必ず採用、来てもらうという。その理由をＮ氏は、「だからぼくらが人を選ぶ

ことはできない、人を選んではいけない職業である」と考えているからである。そうした認識のもと

職員も一切選別しない。年齢が65歳であろうが15歳であろうが、正職員での雇い入れという形をとっ

ている。
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　そしてこれまでＡは解雇を一切おこなっていない。どんなに問題があっても解雇はしない。おれに

ついてＮ氏は、

　　 　これは何でかというと、利用者の人に対してうちの利用をお断りするということができないと

同時に、職員の人を 1 人でも辞めさせたら、「あ、何か問題があったら人を辞めさされ、Ａを追

い出されるんだな」ということを利用する障害者の人が思うと、それは不安になりますから。職

員一人一人との関係が非常にまずいことになってしまうので、職員の解雇を一切しないという形

をとっています。このことが正しいのかどうかはわからないけれども、利用者にとっては非常に

安心できる場所かなというふうに思っています。

とその理由を述べる。

　またたとえば、Ｎ氏は以下の新聞記事を示して述べた。

　障害福祉施設で通所の男性死亡－東大阪、押さえつけ後－

府警は 9 日、東大阪市東鴻池町 2 丁目の障害福祉サービス施設「クリエイティブハウスバン

ジー」（社会福祉法人「創思苑」運営、通所者店員32人）で 8 日、通所中の男性（22）が暴れた

ため施設の職員らが押さえつけたところ死亡した、と発表した。あごなどに外傷があり、河内署

は司法解剖して死因などを調べる。同署や施設によると、死亡したのは昨春から施設に通う知的

障害がある男性。 8日朝に市内の別のケアホームで興奮状態になったため施設に移動し、落ち着

いてもらおうとしたところ暴れ出したといい、 1階の作業所で男性職員 5人手足を押さえるなど

したが、約10分後にぐったりして動かなくなったという。病院に搬送したが、約16時間後の 9日

午前 5時に死亡が確認された。施設は「男性は時々興奮することがあり、今回もいつもと同じ対

応をとった」としている4）。

　Ｎ氏はこの事件を鮮明におぼえているという。障害のある人が拘束されて死亡した事件で、職員 4

人が略式起訴された。そして50万から70万の罰金が申し渡された事件であった。「 4人がかりで押さ

えつけて窒息死させて50万から70万ですよ」。

　施設は、「患者の人たちが興奮状態になったときに、本人にケガをさせないための支援のあり方を

介護の専門家も含めて話し合い、取り決めていた」などとする文書を公表した。そして、「下された

判決に関して、それを真摯に受け止め、このようなことが二度と起らないようにする」といったコメ

ントが別の記事にも載った。しかしＮ氏は「ここが基本的にぼくは間違っているというふうに思って

て」という。

　　 　興奮状態になったときに本人がけがをしないように、というのは興奮状態にならないようにど
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ういうケアをするかということを考えなければならないのに、「障害のある人は興奮して暴れ

る」という見方が読み取れる。で、施設の職員自体が、もうこういう考え方、病院の職員自体が

こういう考え方をしているということの典型的な答えやとぼくは思っています。

　精神障害者は興奮し暴れるものだという予断が職員にはあり、なぜその人は興奮するのかという、

その理由・原因・背景を分析しようとする姿勢に欠けるというわけである。

5 ．触法精神障害者の受け入れ

（ 1）触法精神障害者とは

　また、 NPO法人Ａの特徴の一つに、触法精神障害者など重度の精神・知的障害者を受け入れてい

るということがある。

　安藤他（2016）によれば、触法精神障害者とは法に触れる行為をした精神障害者を指す用語である

が、単純に考えても、上記の「精神障害者」と「触法者」との 2つの意味で、さらにその社会復帰を

難しくすることになるという。また、彼らのなかには責任能力に問題があるということから罪を問わ

れない人もおり、そのことが、「犯罪を行ったのに刑罰を免れた人」といった社会の見方につなが

り、また別の壁になることもある。

　そして「触法精神障害者」という用語には、「犯罪精神障害者」ではなく「触法精神障害者」と呼

ぶ理由があるとする。すなわち、精神障害のために事件を起こしたということになると無罪になるこ

とがあるといったことは世間でもよく知られているが、これを規定しているのが刑法第39条である。

それは、「刑法第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」

である。

　この法律の一項の適用を受けた場合、その行為は外形的には法に触れるもの、すなわち「触法行

為」ではあったとしても「犯罪」とは言えない。ゆえにそれを行った者も「触法者」ではあっても

「犯罪者」とは呼ばれないということになる。つまり「犯罪精神障害者（もしくは精神障害犯罪者）」

ではなく、「触法精神障害者（もしくは精神障害触法者）」なのである。もっとも触法行為は犯罪を含

む。したがって「触法精神障害者」には有罪となった「犯罪精神障害」も包含される。詳細は省くが

海外の多くの国では刑事責任能力の有無を処遇の大きな分岐点として作用させていないため、あまり

この点を区別、あるいは意識して論ずることは少なく、ひとまとめに「精神障害加害者 MenMally 

Disordered Offenders（MDO）」という用語を用いることが多い5）。

　また、「累犯障害者」という用語がある。累犯障害者とは、知的障害や精神障害があり犯罪を繰り

返し起こしてしまう人のことであり、山本譲司が著書『累犯障害者』の中でこの用語を使用し、その

実態を明らかにしたことで社会的にも広く認知されるようになった。なお、2015年12月末日現在にお
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いて処遇指標が決定した全受刑者中に占める精神障害者の比率は19．4％である6）。

　また、法務省が出している『矯正統計年報』には「出所受刑者の帰住先」という項目があるが、

2016年の出所受刑者の帰住先は以下のとおりである。総数22，947人のうち「社会福祉施設」は470人

にとどまっており、「福祉の現場は前科が加わった障害者に対して概して冷淡である」7）ということが

いえる。

総数 父、母のもと 配偶者のもと 兄弟、姉妹のもと その他親族のもと 知人のもと

22，947 6，396 2，072 1，126 841 1，631

雇主のもと 社会福祉施設 更生保護施設等 左記に含まれない自宅 その他

258 470 4，624 460 5，069

（出典：法務省『矯正統計年報』2016年版）

　触法精神障害者が退院したあとの、また刑を終えて社会復帰してからの責任は、多くの場合は家族

が持つことになるが、責任の所在が家族のみに押しつけられる傾向があり、どこが中心となって責任

を持ち当事者に対応しケアするのかということが必ずしも明確になっていないという状況がある8）。

　　　結局、触法とラベリングされた障害者は、出所後の社会に居場所は用意されておらず、何回も

何回も服役生活を繰り返してしまう。（中略）私が知っている障害のある受刑者たちも、その多

くは、福祉から見放され、ホームレスに近い生活を続けた挙げ句、無銭飲食や置き引きといった

罪で服役していた。福祉が関わってさえいれば、なにも実刑判決を受けるような罪ではない。障

害者が起こした軽微な罪の場合、身元引受け先の有無が、司法の判断に大きな影響を与えるの

だ。（中略）日本のマスコミは、努力する障害者については、美談として頻繁に取り上げる。障

害にも負けず仕事に頑張る障害者、パラリンピックを目指してスポーツに汗する障害者、芸術活

動に才能を発揮する障害者などなど。確かに、それも障害者の一つの姿かもしれない。だが一方

で、健常者と同じように、問題行動を起こす障害者もいる9）。

　また、触法精神障害者を受け入れることのむずかしさについて神奈川県内の支援関係者の有志でつ

くる「県モデル活動研究会」は2014年 2 月、医療機関と福祉事業所の職員を対象にアンケートを実施

した。23の機関・施設の28人から回答があり、「支援の実態を知らない」といった知識や情報不足の

ほか、「人的余裕がない」「他の利用者や近隣の理解を得るのが難しい」などが挙がった。また、同研

究会のメンバーで、田園調布学園大学の伊藤秀之氏は「実態を知る機会が限られていることもあり、

医療や福祉職の中でも『また事件を起こされる』と言った偏見や理解不足がある」と指摘し、「制度

化された専門治療の医療機関に比べ、理解が進んでいない地域の精神保健福祉を充実させることが必

要だ」と強調している10）。こうした傾向もあり、精神障害者を受け入れている施設でも、「触法精神

障害者は対象外」というところは少なくない。
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　こうした中で、Ａには、他のどの施設からも「面倒が見切れない」など理由で拒否をされた触法精

神障害者の人たちが入所することが多い。Ｎ氏は、そうしたむずかしい状態の人々をなぜ受け入れる

のかという問いに、「そこに倒れている人がいれば手を貸さなければいけないだろう。それだけのこ

とだ」と答える。

　　　いろんな人を受け入れるということを始めましたので、よその法人で処遇が困難な事例、触法

障害者の方の受け入れをしています。よそではなかなか受け入れしてもらえるところがないから

です。受け入れをしてくれるところがないので、うちの法人で受け入れるケースが多いです。こ

の間、殺人未遂、それから殺人、それから覚醒剤中毒の方、それから強度行動障害で施設をたら

い回しされた方、それから解離性障害の方で、施設、病院を40カ所ほどたらい回しされた方とい

うののケースがうちのほうでお世話をしてくださいということでお世話させてもらっています。

お会いして決めるんですが、必ずうちは受けますので。

　　　なかなか今の福祉サービスも、医療もそうですけども、その人の障害の部分、それから病気の

部分という、表に表れた部分しか見てくれないので、その人の中核的な病理の部分に光を当てな

いので、処遇が困難な人に関して非常に冷酷な処遇がされているように思っています。

（ 2）Ｍさんの事例

　ＭさんはＡ入所当時、20代後半であった男性で、精神障害を持ち、他害行為により精神科病院での

入院経験の持つ人であった。Ｎ氏はＭさんのことを以下のように説明する。

　　　ある市で 4カ所ほど関係機関に行ったが、処遇が困難だということで、自宅でお母さんと 2人

で。お父さんが働きに行ってお母さんと 2人で日中過ごしておられた方がおって、そこがその市

の相談支援センターに相談して、家で暴れているがどうにかしてほしいということで連絡があっ

て病院に入れられた。それがさっき言った国立系の病院でした。

　　　で、病院に 6カ月ほど入っていたんですけれども、病院側が「もう出てほしい」ということで

申し入れがあっていろいろなところに相談して、Ａにたどり着いてこられて、会ってほしいとい

うことなんで、ぼく、病院に行きました。

　　　ほんだら、本人はかなりきつい薬で抑えられていたので、病室の隔離室です。鉄の扉で閉め

る。床に、床はこういう状態で便器だけがあって、薄いウレタンのマットみたいなのが 1枚引い

てあるだけの部屋に本人がいました。行ったときに本人は言葉をしゃべらなくて、ずっと頭を揺

らしてる状態でした。薬の調整をその間、それから先生とシェアして、ちょっときついよねと

か、ここはこうしたほうがいいんじゃないかという話を先生としていって。で、そこから 3カ月

後に退院しましょうということで、引き受け、うちの家に住んでもらいました。

　　　住んでもらった初日から、「バンバンバンバン」と、こういう感じで、一日中、テーブルと
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壁、床、それから人を殴るということを繰り返しました。夜間は私と、他の 2名の職員が対応し

ました。本人が一番奥に寝て、 3人並んで寝て、うちはカギ一切ないですから、本人が閉める以

外に、外から閉めるようなことはないんで非常に危険だということで 3人でついて寝ました。そ

れでも乗り越えられて、近くの家に夜間に行って。で、近くの家から、「Ｎ」いうて、「おまえ、

ここの家、買うてくれ」いうて、「こんな気持ち悪いところ、わし住んでられへん」とかいうよ

うな話があって。でもまあ昔から知ってるから酒持っていって、「まあまあまあ」ということ

で、というようなことを繰り返しながらやってました。

　　　それで家の中で、自宅におられたときもそうですけれども、放尿。それから壁に糞尿をこすり

つけるという。道でも絶えずお尻を出して、全身をうんこをつけて回るというような状態だっ

た。うちに来られてからも、もう床はしょっちゅうオシッコだらけ。靴は、ぼくの靴もしょっ

ちゅうおしっこだらけになってたんですけれども、そういう状態が 2週間ほど続きました。

　　　ほいで、ちょっと職員だけでの対応はもう厳しいなということで、「お父さん、お母さん、

引っ越してきてください」ということで、お父さんとお母さんの部屋を作って、お父さんも交代

の体制に入ってもらう。お母さんは、炊事、洗濯のほう。事業所のほうの応援に入ってもらっ

て、スキルの高い職員がとにかくずっと関わろうということで毎日やりました。

　　　で、徐々に、徐々にですが、本人が落ち着きを取り戻して言葉が出だしました。自分が作業所

でどういう扱いを受けていたか、どういう処遇を受けてきたかということを、わかりにくい説明

でしたけれども、彼なりに、毎日毎日繰り返して怒りを爆発させる様子が、ただ、言葉には出せ

るようになったということです。

　　　ほいで、食事のときなんかは、とにかく自分の好きなものがあると前のテーブルの人の全部食

べる。トンカツやったら、トンカツを全部食べるというような状態です。そやけども、一緒にグ

ループホームに住んでると。躁うつの人、それから統合失調症の、それぞれすごく難しい時期を

一緒に過ごしてきた方なので、何の文句も言わずにずっと彼を見続けてくれた。

　　　で、だんだん、だんだんと落ち着いてこられました。言葉も鮮明になった。彼はまず幼少時に

言葉を獲得しようということで、激しい言語訓練の療育をされた。月に一遍、九州から先生を来

てもらって年間300万払って言葉のカードとか作って、言葉をしゃべると食べ物を渡すという。

犬や猫ちゃうねんでと、ぼくなんかは思ったんですけども、そういうふうな訓練のさし方で言語

を獲得してきた。

　　　言語能力が高いんですけど手先はほとんど使えない。キャンデーの袋が破ることができない。

最初そういう状態でした。ご飯を家族で食べに行って、ぼく、一緒に行くと、お母さんがおかず

を本人に渡すと、自分のお皿に。ああ、この区別つかないよねという。やってはいけないこと

と、やっていいことの区別がつかないんやなと。

　　　で、「お母さん、これ福祉の世界ではほとんど皆さん言いませんけれども、ぼくは、お母さ

ん、お母さんのやってきたことは80％は間違っている」と。「激しい言語訓練やって、彼は食べ
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物、しゃべれば食べ物をもらえるということを覚えちゃったね。それからお母さんが本人のため

によかれと思ってトンカツをやってたけども、それはだれのものでも食べてもいいように彼は理

解したよね。それで彼は苦しんでいるんですよね、今」という話をしました。

　　　それと、人に対しての信頼感がないので、ぼくはアタッチメントをずっと繰り返しながら、だ

んだん手をさわる、足をさわるというとこら辺から体をさわれるようになって。で、ぼくはほと

んど事務所で現場にいてまして、事務所の周辺を、事業所の事務所の周辺をおるんですけれど

も、彼がアタッチメントをできるようになったころから、事務所のソファに一日寝るという仕事

になって。彼が来ると、ぼくが寝てると、ペタッと上に乗ってということができるようになりま

した。人との距離がだんだん近づいてくるようになって。

　　　で、 1 年間、とにかくお父さんとお母さんに住んでもらって、「一緒にお母さんやお父さんも

変わってください、ぼくたちも変わらなあかん。でないと彼も変われない」ということでやって

きました。その間に利用者の人は、10人ぐらいは殴られているし、職員も応対の悪い職員は 3人

ぐらい殴られていました。 1人は目、充血するぐらい、 1カ月間真っ赤になりましたけど、それ

ぐらい強い暴力を受けてました。

　　　今、 3年目になります。今、どうしてるかというと、ついこの間、ぼくが朝、とにかくぼく、

事業所で、事務所で365日暮らしているものですから、24時間対応しようということで、夜中に

電話かかってきたりするのを全部受ける、 1人で事務所で毎日寝てるんです。

　　　朝は 5時になったら、グループホームの五右衛門ふろにぼくは入りに行きます。利用者の人の

顔色を見て、また事務所に戻るんです。そうすると彼が事業所の中に入っていってミカンを 2つ

持って車に戻ってきてぼくに渡してくれました。で、「食べよう」というふうになったりとか。

　　　このことを、その日の夜に職員に言ったら、「そんなの 2 つしかなかったからでしょう」と

言って。「いやいや、違う違う違う。ミカン箱の中のミカンを 2 つとってきてくれたんだ」と。

で、次の日、また行きました。ほんだら、また一緒に乗っていく。車で行って着いて、ほんだ

ら、先にまた本人が降りて、今度は新聞受けの新聞を持ってきて車のところに渡してくれて、

「はい、新聞」と本人が言うて、「ありがとう」みたいな。そういうコミュニケーションがとれる

ようになってきてて、とても感慨深いんです。

　　　人間というのはこういうふうに変わるんだなというのを職員は、その現場、現場で大事にして

います。だから今、どんな困難な人が来られてもおそらく大丈夫やと思います。

　何がＭさんをを変容させたのか。それは偶然だったのか。Ｎ氏は、こうした利用者たちの精神疾患

の発症や重症化の背景には「愛着障害」があると指摘する。そのため彼 /彼女たちの更生のために

は信頼関係の構築が必須であり、そのためにはまず、彼 /彼女たちに対する「絶対的受容」が必要

であると述べる。そのため、Ｎ氏はＭさんの対応をする職員たちに対して、「あらん限りの愛情を注

げ」と指示したという。



東洋大学社会学部紀要 第55-1号（2017年度）

16

6 ．村民にとってのＡ

　こうしたＡの存在は当初、Ｂ村の村民にとって好ましいものではなかった。Ｎ氏は述べる。

　　 　極端な言い方ですけれども、世の中の99％の方は、「暴れたら、暴れるから怖い、だから施設

をつくるのを反対します」というふうなのがすごく多いです。それで施設は塀を閉ざして外に出

ないようにしてという形が多いです。地域の人らが最初は反対されました。「おまえらやり出し

てから、ここら辺は反対はしてへんのだが、この辺は精神病のやつが多なった」というような話

とか、「どこまでおまえは広げるつもりや」と、「よそのやつばっかり連れてきて迷惑だ」という

話が多かったです、最初のころは。

　Ｎ氏はじめ職員の人たちは、村民との関係構築、信頼関係の構築に心を砕いた。そしてしだいに村

民の信頼を得ていった（Ｎ氏をはじめＡの職員とＡが村民から認知されるようになっていった過程は

別稿に譲る）。

　　　しかし今年のお正月に、うちのやっている地区の大事な集会で、地区の人らが、うちの職員が

地区の住民でもあるので、「この村も福祉の村になってきたな」というふうにおっしゃいまし

た。自分らも含めて老後の不安がなくなった。だから高齢者の方もみんな来られますから、だれ

が来てもいいスペースになっているのでありがたいという意味のことを何人かの方がおっしゃっ

たみたいです。これはうれしかった。

　　　ぼくは、やっぱり地域を丸ごと引き受けるのがこの仕事じゃないかなと思ってて、そういう施

設のあるところに移り住みたい。そういう安心できる場所に住みたいというような地域づくりを

したいというふうに思ってます。

　　　それと同じように今、高齢化社会がもう大変な状態になってきて、年寄りをうば捨て山に捨て

るように施設の中に放り込んでいくという中で、いつ自分が施設に放り込まれるかという恐怖が

ある。Ａがあることによって、生まれ育った土地で生を全うできる。そんな感じが地域の人らの

中に出てる。

　Ｎ氏は、「ぼくたちがめざしてきたのは、高齢化と過疎が進むこの地域の中で一緒に住みながら、

その地域をまるごと変えていこうという試みやったと思うんです」と述べる。

　また、村民の一人でＡのことをよく知るＳ氏は以下のように述べる。

　　　今後、Ａは、うーん、そうやなあ、根をはるというか、自然的になってくる可能性もないんか

なとは思います。やっぱり言うてはりましたけど、デイケアセンターとか自分たちが行けるよう
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な所を作ってほしいっていう要望が前からＡにはあるんで。社教（社会福祉協議会）さんがある

んで、デイサービスみたいな感じで、あこ行ってはる社教へ。そういうなんもあります。でもそ

こは、あれなんですよね、折り紙したりとかあんまり体を動かす感じゃないもんやから。そうい

うＡに期待するニーズはあるかなと…。折り紙してるより畑耕してる方がね。そらね。（中略）

地域の人として、その畑で皆、作業しとるって別に地元の人に迷惑掛かけてはおらへんのやし、

そういう点では別段ないよね。ただ、職員さん大変やなと思いますわ。施設ん中の、建屋の中で

作業しとるんちゃいますやろ。それは大変やろなあと思う。おまけにうちらも家の仕事、手伝い

に来てもうたりもしてるしね。たいへんやと思う。（中略）ぼくのＡに対する期待や希望ってい

うたら、利用者さんがそれぞれ任されたことをある程度のことを、仕事ですわな。それをこなし

ていけるような感じでいってもうたら、いいのかなあとは思います。それくらいが目的、簡単な

ことでもいいですやん、それをそこでもってまた変わっていってくれたらええ話やと思います。

そういう福祉施設、よそにはないでっしゃろな。Ｍくんも、うちはあんまり接する機会はあらし

まへんけど、職員の子がね、Ｍくんに殴られて鼻血みたいな出してたもん。何してんのっちゅう

てね。どんどんやられんねんて。それがね、変わってきましたもんね。はじめ、村の人かて、Ｍ

くんに「おはよう」っていうても無表情やったもんね。それが今は、おはよう言うたら、おはよ

う言いますもんね。あれが、変われるもんやなあ。そやかて、今もう、自分で財布もってジュー

ス買うたりできまんねんで。えっ？　て思って見てましてんけど。職員さん、がんばったと思い

ますわ。夜は寝れひんわ。そやから、Ｍくんがどういう子やったっちゅうのこの地域の中で知っ

てる人はやっぱりね、変わるもんやっちゅうのが。（中略）そういうのを見てると、やっぱり周

りの人たちのＡに対する評価も変わってきますよね。ほんま、ただ言うてる建屋の中で、管理さ

れてやってるとこと、ここは建屋の外で作業してるっちゅう、違うその、それぞれの地元ありま

すやろうけど、建屋の中で管理されとったら見えてきまへんもんね。地元の人間の心配っちゅう

のがやっぱり建屋の中で話やったらせんでええけど、どうなるか外に出とるって。やっぱりそれ

は若干無きにしもあらずかなっとは思いますけども。とにかく、地元の人は地元の人で、ああ、

Ａの子やなあって。悪いことはないとは思いますよ。せやな。ほんで、どっちかいうたら、知的

の人より、精神の人の方が多いっちゅう、ここはそんな人ばっかりやっちゅうみな思てはるん

ちゃうかな思てますねんけどね。そんなもんかなあ。（中略）やっぱりここも、なんて言うん

か、村社会の閉鎖性ってどうしてもあるしね。そんな中でようやってきたなと。今、村の高齢

者、自分たちのためのデイケアセンターつくってくれって、Ａに要望出してるみたいでっせ。毎

日いって、折り紙したり、歌、歌うたりしてもね、みんなまだまだいろいろなことできるから

ね。畑もようするし。達者ですやん。そういうね、やりがいや生きがい感じれるようなところを

ね、Ａにつくってほしいって言うてますわ。
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8 ．Ａは今後、何をめざしていくのか？

　下図はＡとＢ村の村落共同体との関係を図式化したものであるが、現時点でＡはＢの段階にあると

いえる。Ａは長年の活動の中で村民から認知をされてはいるが、まだＢ村に融合した状態とはいえな

い。Ａは、今後、利用者（精神障害者の人々）―職員―村民間の相互作用の中で、Ｃ段階を経てＤ段

階になっていくことを目標としているといえる。

  A  B C D 

村落共同体   A 

　しかしそれは、Ａが一方的にＢ村の村落共同他に飲みこまれるということではない。それはまさに

村落共同体も変質していくし、そしてＡという組織体も、利用者や職員といった構成員も変化してい

く、そうした可変的なものである。そうしたダイナミズムの中でＡは、「地域の中で一緒に住みなが

ら、その地域を丸ごと変えていこうという試み」を実践していくのである。
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【Abstract】

Possibility and Problem of Community Living Support of Mental 
Patients and Mentally Disordered Offenders in Mountain Village Area

―About Activity of a Nonprofit Organization―

Yasuki IZAWA（Taeyoung KIM）

　Recently in Japan, the “transition from hospital to community” for living as a mentally 

disabled person is being promoted as a system. This paper is a qualitative research of NPOs 

that comprehensively supports the “deinstitutionalization” into social life for such mentally 

disabled persons, as well as the social life of those with severe mental disabilities, including 

mentally disordered offenders. In particular, this was an interview survey of male NPO staff 

that manifests the process of how users （mentally disabled persons）, staf f, and local 

residents interact to overcome and transform difficulties. Moreover, it clarifies the processes 

that make up the community and are part of its components as NPOs work through conflict 

and dialog with local residents as they conduct “tests for changing the entire area while 

living together as a community.”


